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入札説明書 

 

この入札説明書は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、香川県会計規則（昭和 39 年香川県

規則第 19号。以下「会計規則」という。）、物品購入等競争入札心得及び本件調達に係る入札公告

（以下「入札公告」という。）のほか、香川県（以下「県」という。）が発注する「香川県議会本会

議場発言・質問残時間表示等管理システム更新業務」に係る一般競争入札を実施するに当たり、

入札に参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにする

ものです。 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

(１) 委託業務名 

香川県議会本会議場発言・質問残時間表示等管理システム更新業務（以下「本業務」とい

う。） 

(２) 委託業務内容等 

仕様書（別添 1。以下同じ。）のとおりです。 

(３) 委託業務期間 

契約締結の日から令和８年９月３０日までの間 

(４) 電子入札に関する事項 

本件調達は、原則として、かがわ電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）

による電子入札とし、特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準（物品等）（以

下「電子入札運用基準」という。）に従ってください。 

なお、電子入札システムの URLは次のとおりです。 

https://dennyu.pref.kagawa.lg.jp 

 

２ 入札参加資格 

入札に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければなりません。 

(１) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者である

こと。 

(２) 県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、Ａ級に格付けさ

れている者であること。 

(３) 県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止の措置を現に受けていない者である

こと。 

(４) 本入札説明書の交付を受けた者であること。 

(５) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成

11 年法律第 225 号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、次

に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 

ア 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者  

イ 民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者 

(６) 国（独立行政法人を含む。以下同じ。）又は地方公共団体と過去に議会本会議場における
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発言・質問残時間表示等の管理システム更新業務の委託契約を締結し、契約を適正に履行し

た者であること。 

(７) 議会本会議場発言・質問残時間表示等管理システム更新業務について、確実に履行する能

力があることを証明した者であること。 

 

３ 入札参加資格審査に関する事項 

入札に参加を希望する者は、２の(６)及び(７)に掲げる要件を満たすことを証明する書類を

次のとおり提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、入札に参加を希望する者の負担

において完全な説明をしなければなりません。 

提出された書類を審査した結果、本業務を受託することができると認められた者に限り入札

に参加できるものとします。 

(１) 提出書類 

① 証明書類提出書(鑑)（様式１） 

② ２の(6)及び(7)の要件を満たすことを証明する書類 

ア 過去に、国又は地方公共団体を契約相手先とする議会本会議場における発言・質問残

時間表示等の管理システム更新業務の契約の事実を確認できる契約書等の写し 

イ 業務履行能力証明書（様式２） 

※ 上記の書類の提出前に、①の電子データを添付の上、電子入札システムにより申請手

続きを行ってください。 

(２) 受付期間 

令和８年３月 27 日（金）から令和８年４月 10 日（金）まで（香川県の休日を定める条例

（平成元年条例第１号）第１条に規定する県の休日（以下「休日」という。）を除く午前８時

30分から午後５時 15分まで） 

(３) 提出方法 

電子入札システムにより提出しない提出書類については、(４)に示した場所に直接持参す

るか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条

第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による

同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）（郵便の場合は書留親展とし、信書

便の場合は郵便における書留親展に相当する方法に限る。）によるものとし、電話、電報、Ｆ

ＡＸ、電子メール、宅配便等は不可とします。なお、郵便又は信書便により提出する場合は、

令和８年４月 10日（金）午後５時 15分までに必着しなければなりません。 

(４) 提出場所 

(郵便番号) 760-8570 

(所在地) 香川県高松市番町４丁目１番 10号 

(機関名) 香川県議会事務局議事課 

(電話番号) 087-832-3679 

(ＦＡＸ) 087-831-3384 

(メールアドレス) gikai@pref.kagawa.lg.jp 

(５) 入札参加資格の審査結果は、電子入札システムにより、令和８年４月 14日（火）までに
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通知します。 

 

４ 入札説明書等に対する質問 

入札説明書及び仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり受け付けます。 

(1) 受付期間 

令和８年３月 27日（金）から令和８年４月６日（月）（休日等を除く午前８時 30分から午

後５時 15分まで） 

(2) 受付方法 

入札説明書等に関する質問書（様式３）により受け付けます。ＦＡＸ又は電子メールでも

可とします。 

(3) 受付場所 

３の(４)に同じ。 

(4) 質問への回答 

質問及び回答（質問者の名称、連絡先等を除く。）は、令和８年４月９日（木）までに、本

入札説明書交付者全員に対して通知します。 

 

５ 入札手続等に関する事項 

(1) 入札方法 

一般競争入札方式をもって行います。 

(2) 入札書の提出 

① 提出書類 

ア 入札書〔電子入札システムにより入力〕 

イ 入札金額積算内訳書（様式４）〔電子データを添付〕 

ウ 電子契約同意書兼メールアドレス確認書（電子契約を希望する場合のみ） 

② 提出期限  令和８年４月 17日（金）午後 5時 15分 

(3) 開札の日時及び場所 

① 日時 令和８年４月 20日（月）午前 10時 

② 場所 香川県議会事務局 議事課 

(4) 留意事項 

① 入札参加者は、本入札説明書、仕様書及び契約書（案）（別添２。以下同じ。）を熟覧のう

え入札しなければなりません。この場合において、当該説明書等について疑義がある場合

は、３の(４)に示した場所に対し説明を求めることができます。ただし、入札後、当該説

明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。 

② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額にその金額の 100分の 10（消費税の軽

減税率制度の対象となる品目については 100 分の８）に相当する金額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、単価契約を除き、その端数金額を切り捨てるもの

とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100（消費税の

軽減税率制度の対象となる品目については 108 分の 100）に相当する金額を入札書に記載



 4 

してください。 

③ 天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し

不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認め

られる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがあります。この場合、入札

又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とします。 

④ 県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止の措置を現に受けている者を再委託

先とすることを前提とした入札は認めません。 

(5) 入札保証金の納付等 

① 入札参加者は、(６)により入札保証金を減免された場合を除き、開札開始時間の前まで

に、見積もった委託料の総額の 100 分の５以上の入札保証金を納付してください（※消費

税及び地方消費税を含んだ金額ですので注意してください。）。 

② 入札保証金の納付方法 

ア 開札前日までに納付する場合 

(ｱ) 現金で納付する者は、納付書を発行するので、３の(４)に示した場所に対し申し出

てください（納付書により県の指定金融機関で納付してください。）。 

(ｲ) 入札保証金に代わる担保として、会計規則第 150条に掲げる有価証券等で納付する

者は、保管有価証券納付書（会計規則第 71号様式）に必要な事項を記載し、有価証券

等を出納局会計課の出納員に納付してください（※会計規則第 150 条第１項第１号に

掲げる国債等の有価証券の担保の価値は、その額面の 100分の 80に相当する金額とな

るので注意してください。）。 

イ 開札当日に納付する場合 

入札保証金等納付書（会計規則第 66号様式）に必要な事項を記載して、現金又は保証

金に代わる有価証券等を、開札開始時間の前までに、出納局会計課の出納員に納付して

ください。 

③ 入札保証金を開札前日までに納付した者は、開札開始時間の前までに納付済通知書又は

証券領収書を入札執行職員に提示してください。 

④ 入札保証金の還付 

ア 開札当日に納付した者は、開札終了後直ちに還付します。 

イ 開札前日までに納付した者は、開札終了後に現金の還付請求書（任意様式）又は保管

有価証券還付請求書（会計規則第 72号様式）を提出するものとし、入札保証金は後日還

付します（還付日は、還付手続きが終了した後に改めて連絡します。）。 

ウ ア又はイにかかわらず、落札者が納付した入札保証金は、契約締結後に還付します。 

⑤ 代理人が入札保証金の納付又は還付請求を行い、又は入札保証金の還付を受けるときは、

委任状を添えて手続きを行ってください。 

(6) 入札保証金の減免 

入札保証金については、次の①又は②に該当する場合は減免することができるので、減免

を希望する者は、令和８年４月 10 日（金）午後 5 時 15 分までに、①又は②でそれぞれ指定

する申請書等を３の(４)に提出してください（郵便又は信書便により提出する場合は、同日

同時刻までに必着のこと。）。提出された書類を審査の上、減免の決定を行います。なお、審
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査において説明を求められた場合は、申請者の負担において完全な説明をしなければなりま

せん。 

① 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合。この場合、当該

入札保証保険契約に係る証書を添付の上、入札保証金・契約保証金減免申請書（様式 6。

以下「減免申請書」という。）を提出してください。 

② 国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と過去において種類及び規模をほぼ同じく

する契約を締結し、これらをすべて誠実に履行した場合。この場合、当該契約に係る契約

書の写しを添付の上、減免申請書を提出してください。なお、当該契約は、同一の法人に

よるものであれば、他の支店等の実績でもかまわないものとします。 

(7) 無効の入札 

入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とします。 

① ２に掲げる「入札参加資格」のない者がした入札 

② 入札者が連合して入札したと認められた入札 

③ 入札に際し不正の行為があった入札 

④ 入札者が２以上の入札書を提出した入札 

⑤ 入札保証金の納付を必要とする場合で入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合 

⑥ その他あらかじめ指定した事項に違反した入札 

 

６ 落札者の決定方法等 

 会計規則第 147 条第１項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行った入札者を落札者とします。 

なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に

関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表します。 

 

 

７ 契約 

(１) 落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から５日（休日の日数は、算入しない。）以

内に契約の締結に応じなければなりません。この期間内に契約の締結に応じない場合は、そ

の落札は無効とします。ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延

長することがあります。なお、落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県

物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領（平成 11 年香川県告示第 787 号）」に基づく措置

を講じることとします。 

(２) 電子契約（契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによ

る電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するも

の）を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用し、契約を締結することとなり、

タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 

(３) 落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはな

りません。 

(４) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 
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(５) 契約保証金の納付等 

① 落札者は、(６)により契約保証金を減免された場合を除き、委託料の総額の 100分の 10

以上の契約保証金を納付してください。 

② 契約保証金に代わる担保として、会計規則第 150 条に掲げる有価証券等で納付すること

ができます。 

③ 契約保証金は、契約の履行を確認した後で還付します。 

(６) 契約保証金の減免 

契約保証金については、次の①又は②に該当する場合は減免することとします。 

① 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、適当と認められた場

合 

この場合、契約締結までに、当該履行保証保険契約に係る証書を添付の上、契約保証金

免除（減額）申請書（県が別途指定する様式）を３の(４)に示した場所に提出してくださ

い。提出された書類を審査の上、減免の決定を行います。なお、審査において説明を求め

られた場合は、申請者の負担において完全な説明をしなければなりません。 

② ５の(６)の②の書類審査の結果適当と認められた場合 

(7) 県は、契約書（案）に記載した条項（契約保証金を減免する場合の当該減免に関する条項の

変更その他軽微な字句の変更を除く。）の変更には応じないものとします。 

(8) 本業務の委託料及び成果物に関する知的財産権の取扱い等は、契約書（案）のとおりとしま

す。 

 

８ その他 

(１) 一般競争入札の参加に係る費用は、入札者の負担とします。 

(２) 入札書の提出後の問い合わせ及び書類の追加・修正には、原則として応じません。 

(３) 提出された書類などは、一切返却しません。 

(４) 本入札説明書及び仕様書等は、入札の参加以外の目的に使用することを禁じます。 

(５) 期限内に提出を求められている証明書類等を提出しなかった場合は入札に参加できませ

ん。 

(６) 次の様式は香川県ホームページ（香川県物品調達情報 - 各種様式集）に掲載していま

す。 

○入札保証金等納付書 

○保管有価証券納付書 

○保管有価証券還付請求書 

  

 

※ 入札等日程 

令和８年３月２７日（金） 入札公告 

令和８年４月 ６日（月）午後 5時 15分 入札説明書等に対する質問受付期限 

令和８年４月 ９日（木）午後 5時 15分 入札説明書等の質問に対する回答期限 
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令和８年４月１０日（金）午後 5時 15分 入札参加資格確認申請書提出期限 

入札保証金・契約保証金減免申請書提出期限 

令和８年４月１４日（火） 入札参加資格審査結果の通知 

令和８年４月１７日（金）午後 5時 15分 入札書の提出期限（電子入札） 

令和８年４月２０日（月）午前 10時 開札 


